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学術推進委員会では，学術活動の推進，および，被災現場での⽀援⼒の向上に資する①研究会

活動助成，②シンポジウム（勉強会）開催助成を⽀援します． 
①研究会活動については，若⼲の活動助成（概ね 20 万円／年），および，学会に設置を認めら

れた研究会という公的な場を提供することを通して，学会員の研究活動交流に助成します． 
また②シンポジウム（勉強会）を復興学会会員向けに開催を有志で企画していただき，登壇者

の謝⾦・旅費や会場費など（概ね 20 万円／年）について助成します．より会員に開かれたイベ
ントが増えることを期待しています。①の成果を会員に還元する⽬的での企画等を期待します。 

研究会，シンポジウム（勉強会）など学会の学術活動や学術交流が推進され，外部資⾦による
活動資⾦，あるいは，研究資⾦の獲得や更なる研究交流につなげることを期待します． 
 
1. 募集テーマ 

募集テーマは，研究会活動助成、シンポジウム（勉強会）開催助成ともに、特定テーマおよび
⼀般公募とします． 

 特定テーマ 
(1) 海外連携推進 
(2) 福島復興 
(3) 能登半島地震 

 ⼀般公募テーマ 
(1) 会員の発想に基づく，⾃由な研究テーマ 

2. 種別 
① 研究会活動助成 
② シンポジウム（勉強会）開催助成 

3. 活動期間： 
 ①2024 年 4 ⽉〜2026 年 3 ⽉の 2 年間 
 ②2024 年 4 ⽉〜2025 年 3 ⽉の間に１度開催 

4. ⽀援内容 
 ①１研究会当たり，概ね年間 20 万円を助成します（採択数により若⼲変動します）． 
 ②１シンポジウム（勉強会）開催当たり，概ね年間 20 万円を助成します（①との重複

応募も可能です）．開催を決めているだけで，現時点で詳細未定としても構いません． 
 なお，助成⾦利⽤にあたっては，下記に注意すること 

(1) 特定の団体・機関の運営費助成には使えない 
(2) 講師謝⾦，旅費，宿泊費などは学会規程に従う 
(3) 事業終了後，①は 2026 年 4 ⽉ 30 ⽇まで，②は 2025 年 4 ⽉ 30 ⽇までに活動実績

報告書・会計報告書を理事会へ報告し，承認を受ける. 



(4) 繰越はありません．また学会費の有効活⽤のため，残額は返納いただいて構いませ
ん． 

5．応募締切：2024 年 2 ⽉ 29 ⽇（⽊）12：00 正午 
6．応募資格 

 ①，②いずれも原則として，申請者を含む合計５名以上の学会員で構成すること 
（本助成⾦は，⽇本災害復興学会の会費を原資とし，⽇本災害復興学会の研究活動・学
術活動の推進・活性化を⽬的とするものです．助成⾦申請にあたっては，研究会のメン
バーは会員によって構成されることを前提にします．申請書締切前に，学会への⼊会申
込書を事務局に送付提出済の⽅に関しては５名に含めても構いません．） 

7．応募⽅法 
 申請書は別紙のとおり 
 提出先： 

〒662-8501  
 兵庫県⻄宮市上ケ原⼀番町 1-155 関⻄学院⼤学災害復興制度研究所内 

    ⽇本災害復興学会事務局 学術推進委員会  
 TEL：0798-54-6996，FAX：0798-54-6997 
 E-Mail  office@f-gakkai.net 
8．選考⽅法および審査結果の公表 

 学術推進委員会幹事委員による厳正なる書類審査を⾏います．なお，研究会の統合・連
携等，助⾔を⾏う条件付き採⽤とすることもあります． 

 採択理由，不採択理由については不開⽰とさせていただきます． 
 申請者には採択を３⽉中を⽬途に個別に連絡するとともに，採⽤者については HP にて

公表します． 
 参考までに幹事委員リストを付します． 

(1) 関⾕直也（東京⼤学）（委員⻑） 
(2) 佐藤慶⼀（専修⼤学）（副委員⻑） 
(3) 廣井 悠（東京⼤学） 
(4) 菅野 拓（⼤阪公⽴⼤学） 
(5) 定池祐季（東北学院⼤学） 

9．その他 
 特に若⼿の応募を推奨します． 
 ①，②は単独でも重複でも応募可です． 
 ①研究会に採択された場合，②への応募の有無にかかわらず、原則，学会⼤会において

研究成果の公表や分科会の開催を開催していただくか，学会員ほかに向けた公開のシン
ポジウムや勉強会を開催してください． 

 ②シンポジウム（勉強会）に採択された場合，当該年度に学会員ほかに向けた公開のシ
ンポジウムや勉強会を開催してください． 

10．問い合わせ先 
 学術推進委員会委員⻑ 関⾕直也 naoya@iii.u-tokyo.ac.jp  


